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1 R3.10.18 R3.11.1
東京都教職員研修センター（3）空調設備改修工事
共通費算定書・見積比較表・代価表

112 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

2 R3.10.19 R3.11.1
東京都教職員研修センター（3）空調設備改修工事
見積比較表・代価表・共通費算定書・共通費率算定書

112 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

3 R3.9.4 R3.11.2
令和3年4月21日付３教指企第128号「東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会における学校連携観戦説明会の開催について（通知）」

1 1
教育庁指導部
管理課

4 R3.9.4 R3.11.2
令和2年11月30日付２教指企第1119号「令和3年度オリンピックパラリンピック教
育の実施について（通知）」

1 1 1 1

・事務局（事業者）の電話番号、FAX番号及びメールアドレスについ
ては、公表されておらず、公にすることにより、事業と関連のない
電話をされる等、法人の事業活動が損なわれるため
・関係団体との間における検討又は協議に関する情報であって、す
べての情報が外部に公表されないという前提のもと、関係団体から
プログラムの提供を受けていることから、公にすることにより、関
係団体からの信頼を不当に損なうことと認められるものであり、今
後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

5 R3.9.4 R3.11.2 学校連携観戦説明会で配られた配布資料 1 1

関係団体との間における検討又は協議に関する情報であって、すべ
ての情報が外部に公表されないこと及び大会終了後に廃棄すること
を前提に作成された資料であることから、公にすることにより、関
係団体からの信頼を不当に損なうことと認められるものであり、今
後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

6 R3.9.4 R3.11.2

・令和2年12月21日付２教指企第1278号「東京2020大会における子供の競技観戦に
係る配券割当案について（通知）」の別紙２（配券割当案一覧）
・令和3年4月21日付３教指企第124号「学校連携観戦会場における実地踏査につい
て（通知）」の別紙１（会場別実地踏査一覧表）
・令和3年4月21日付３教指企第124号「学校連携観戦会場における実地踏査につい
て（通知）」の別紙２
・実地踏査資料（国技館、有明アリーナ、アクアティクスセンター、オリンピッ
クスタジアム、馬事公苑、有明アーバンスポーツパーク及び有明体操競技場を除
く）

1 1
教育庁指導部
管理課

7 R3.9.4 R3.11.2
実地踏査資料（国技館、有明アリーナ、アクアティクスセンター、オリンピック
スタジアム、馬事公苑、有明アーバンスポーツパーク及び有明体操競技場)

1 1 1 1

・会場のセキュリティに係る情報は、公にすることにより、犯罪の
予防に支障を及ぼすおそれがあるため
・会場のセキュリティに係る情報であって、公にすることにより、
関係部署・関係団体からの信頼を不当に損なうことと認められるも
のであり、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

8 R3.9.10 R3.11.2
平成30年10月5日付30教指企第1020号「東京2020オリンピックパラリンピック競技
大会における子供の競技観戦について（通知）」

1 1
教育庁指導部
管理課

9 R3.9.10 R3.11.2
2021年にパラリンピックが無観客開催となったもとで、学校連携観戦の実施を決
定（希望）した過程のわかる文書

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず存在しないため
教育庁指導部
管理課

10 R3.10.28 R3.11.4
都立北豊島工業高等学校（3）空調設備改修工事
特記仕様書・図面

35 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

11 R3.10.28 R3.11.4 東京都教育委員会第14回定例会報告資料（２） 1 1
教育庁指導部
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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12 R3.9.9 R3.11.8
・学校連携観戦に係る執行状況一覧
・学校連携観戦に参加した生徒の感想

2 1
教育庁指導部
管理課

13 R3.10.28 R3.11.9
都立しいの木特別支援学校（０３）小学部系統空調設備修繕
工事設計書、特記仕様書、図面

12 1 1
学校の施設や教室の配置、建物内部の詳細な状況がわかる情報につ
いては、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ
すおそれがあるため

都立しいの木
特別支援学校

14 R3.11.8 R3.11.15
都立文京高等学校（3）空調設備改修工事
特記仕様書・図面

13 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

15 R3.11.12 R3.11.19
マスクの着用が新型コロナウイルスの感染防止に効果がある、という科学的根
拠、論文、等

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず存在しないため
教育庁総務部
総務課

16 R3.11.8 R3.11.22

2014年に●●がILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会に申し立てた件に
ついて、文部科学省は同委員会に日本政府答弁書を提出するために、2015年２月
と2016年８月に東京都教育委員会に意見照会を行っている。意見照会のために文
部科学省から東京都教育委員会に送られてきたすべての文書、及び、照会への回
答として都教育委員会が文部科学省に送付したすべての文書、及び、回答を作成
した教育庁の部署が明らかとなる文書。

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

17 R3.11.8 R3.11.22

2014年に●●がILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会に申し立てた件に
ついて、文部科学省は同委員会に日本政府答弁書を提出するために、2015年２月
と2016年８月に東京都教育委員会に意見照会を行っている。意見照会のために文
部科学省から東京都教育委員会に送られてきたすべての文書、及び、照会への回
答として都教育委員会が文部科学省に送付したすべての文書、及び、回答を作成
した教育庁の部署が明らかとなる文書。

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
教育庁人事部
勤労課

18 R3.11.8 R3.11.22

2014年に●●がILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会に申し立てた件に
ついて、文部科学省は同委員会に日本政府答弁書を提出するために、2015年２月
と2016年８月に東京都教育委員会に意見照会を行っている。意見照会のために文
部科学省から東京都教育委員会に送られてきたすべての文書、及び、照会への回
答として都教育委員会が文部科学省に送付したすべての文書、及び、回答を作成
した教育庁の部署が明らかとなる文書。

1 請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
教育庁人事部
職員課

19 R3.11.16 R3.11.22
都立板橋有徳高等学校ほか1校(3)プールその他改修工事
都立晴海総合高等学校(3)各部改修工事
諸経費計算書

6 1
教育庁都立学
校教育部営繕
課

20 R3.11.20 R3.11.25

・新型コロナウイルスの存在を証明する科学的根拠、論文等
・PCR陽性判定の無症状者が、他者に新型コロナウイルスを感染させるという科学
的根拠、論文等
・マスクの着用が新型コロナウイルスの感染防止に効果があるという科学的根
拠、論文等
・新型コロナウイルスワクチンに効果があるという科学的根拠、論文等
・日本国は新型コロナウイルスワクチンが治療も終わってなく、安全、有効性も
確立していない中、国民に接種させる科学的根拠、論文等

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず存在しないため
教育庁総務部
総務課


